
 
在留資格「留学」について 

 
   

 鳥取大学の学生でなくなる時は（卒業・修了・退学等）、在留資格の変更手続き A・B を行なわなければなりませ

ん。（ただし、日本国の他大学等に入学する場合を除きます。） 

鳥取大学に学生として引き続き在籍する場合は、B のみ行って下さい。 

A ① 入国管理局のホームページから、「活動機関に関する届出」を入力します。 

→https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01SAction.do 
はじめに、ID 登録をして下さい。 

離脱（帰国）する前の 14 日間以内に行って下さい。帰国後は届出ができません。 

※届出をしないと、入国管理局から罰則があります。 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

言語の選択ができます

自分の好きなＩＤとパスワード

を設定して下さい 



② ID 登録完了後、URL がメールに届きますので、ログインしてください。 

③ 「離脱」を選択して、必要事項を入力してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 「卒業・修了・退学等後の在留資格・進路について」を、卒業・修了・退学の日までに下記 URL より必ず入力 

して下さい。（鳥取大学国際交流課に提出するものです） 

URL: http://global.ciatu.tottori-u.ac.jp/online-application/status-of-residence 

手続き完了です 

入力する日 

（未来の日付は入力できません） 

鳥取大学 

鳥取県鳥取市湖山町 

南４丁目１０１番地 


